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議案第109号 説明資料 

幕別町体育施設条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

現  行  条  例 改  正  条  例 

○幕別町体育施設条例 
（昭和58年３月18日 条例第20号） 

 

（設置） 

第１条 住民の保健及び体位の向上並びにレクリエーション普及のため体育施設を

設置する。 

 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

区分 名称 位置 

プール 幕別町民プール 中川郡幕別町新町139番地３ 

糠内町民プール 〃 字糠内270番地の２ 

札内南町民プール 〃 札内文京町25番地５ 

札内北町民プール 〃 札内北町117番地10 

忠類町民プール 〃 忠類栄町297番地７ 

 略 

 

第３条～第５条   略 

 

 

 

 

 

 

 

○幕別町体育施設条例 
（昭和58年３月18日 条例第20号） 

 

（設置） 

第１条 住民の保健及び体位の向上並びにレクリエーション普及のため体育施設を

設置する。 

 

（名称及び位置） 

第２条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 

区分 名称 位置 

プール 幕別町民プール 中川郡幕別町新町139番地３ 

札内南町民プール 〃 札内文京町25番地５ 

札内北町民プール 〃 札内北町117番地10 

忠類町民プール 〃 忠類栄町297番地７ 

 略 

 

第３条～第５条   略 

 

 

 

 


